
事業群評価調書（令和２年度実施）

8

(３)

④

基準年 H28 H29 H30 R元 R2

目標値① 142ha 246ha 377ha 509ha 656ha

実績値② ― 132ha 209ha 368ha 533ha

達成率
②／①

92% 84% 97% 104%

基準年 H28 H29 H30 R元 R2

目標値① 21,580ha 22,560ha 23,540ha 24,520ha 25,500ha

実績値②
20,507ha

（H25)
22,778ha 23,055ha 23,313ha 23,501ha

達成率
②／①

105% 102% 99% 95%

基準年 H28 H29 H30 R元 R2

目標値① 130,000㎥ 174,000㎥ 185,000㎥ 195,000㎥ 200,000㎥

実績値②
91,272㎥

（H26)
128,500㎥ 136,144 144,086㎡ 167,991㎥

達成率
②／①

98% 78% 78% 86%

H30実績 H30目標 H30実績

R元実績 R元目標 R元実績

R2計画 R2目標

124 100.7 81%

110 62.7 57%

128

59.5 48.9 82%

78.2 59.6 76%

100

　担い手等の規模拡大による生産効率の向上やコスト縮減対策に資するため、農地や農道などの生産
基盤整備の推進、農地中間管理事業を通じた産業としての農業の担い手への農地集約の加速化、労力
支援体制の充実強化などに取り組みます。

ⅰ）意欲ある担い手の農業生産性向上につながる農地の基盤整備や排水対策等の推進
ⅱ）効率的な搬出間伐を促進するための計画的な路網整備や高性能林業機械の活用促進など林業生産基盤の強
化
ⅲ）農地中間管理事業を通じた農地集約の加速化と基盤整備を活用した耕作放棄地の解消や優良農地の創出
ⅳ）意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備の推進

事
業
群

　　　　　　　　　　指　標 最終目標（年度） （進捗状況の分析）

農地の基盤整備面積（累計）

656ha
（R2）

○令和元年度補正予算により予算確保を行った結果、農地の基盤整
備が促進され、基盤整備面積の累計は平成30年度の368haから令和
元年度には533haまで伸び、目標509haに対する達成率は104%であ
る。

○産地部会の構成員等の今後育成すべき農業者は増加しているも
のの、農業の担い手の中心となる認定農業者は、高齢化に伴い減少
している。
　その結果、全体として、担い手への農地集積面積は伸び悩み、令和
元年度は23,501haの実績となった。

○県産材生産量は167,991㎥であり、対前年116%となり、着実に生産
量は増加しているが、目標は達成できなかった。主伐による木材生産
が進んでいないことが原因として考えられる。
　令和２年度生産目標量200,000㎥の達成に向け、高性能林業機械
の導入による生産性の向上や新規林業担い手の確保・育成、主伐・
再造林対策などに取り組んでいく必要がある。

進捗状況

順調

　　　　　　　　　　指　標 最終目標（年度）

25,500ha
（R2）

進捗状況

やや遅れ

最終目標（年度）

素材生産量

200,000㎥
（R2）

基 本 戦 略 名 元気で豊かな農林水産業を育てる 事 業 群 主 管 所 属 農林部農村整備課

１．計画等概要

（長崎県総合計画チャレンジ2020　本文） （取組項目）

施 策 名 農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 課 （ 室 ） 長 名 土井　幸寿

事 業 群 名 担い手確保のための生産基盤の整備 事業群関係課(室) 農政課、農地利活用推進室、森林整備室

中
核
事
業

うち
一般財源

人件費
(参考)

事業対象
達成率

進捗状況

やや遅れ

２．令和元年度取組実績（令和２年度新規・補正は参考記載）

事業
番号

取組
項目

事務事業名 事業
期間

事業費　(単位:千円） 事　　業　　概　　要 指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

主な指標

所管課(室)名

令和元年度事業の成果等

取組
項目
ⅰ

担い手育成畑地帯総
合整備事業（公共） ―

3,711,086 35,690 ―

関
連
指
標

そ
の
他

　　　　　　　　　　指　標

担い手への農地集積面積

根拠法令
土地改良法、畑地帯総合整備事業実施要綱、農地耕
作条件改善事業

農業者及
び地域住
民

　畑作農業経営の体質強化のため、農業用用排
水施設、農道及び区画整理等の基盤整備ととも
に、経営安定等のための環境整備を一体的に
行った。

農村整備課

1

活動
指標

整備面積（ha）

●事業の成果
・農業用用排水施設、農道及び区画整
理等の基盤整備とともに、経営安定等
のための環境整備を一体的に行い、畑
作農業経営の体質強化を図った。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・指標目標値を下回っているものの、本
事業の実施により基盤整備面積拡大に
着実に寄与している。

3,943,994 22,706 ―

成果
指標

農地の基盤整備面積
の達成率（％）4,708,811 21,208 ―

○

令和元年度事業の実施状況
（令和２年度新規・補正事業は事業内容）



7 57.8 825%

22 102.7 466%

19

40.6 116.2 286%

72.5 265.1 365%

100

304,800 240,971 79%

247,445 265,809 107%

196,961

140 183.7 131%

221 211 95%

154

52,200 29,160 55%

23,040 23,040 100%

―

舗装518m
歩道508m

舗装259m 100%

歩道492m 歩道492m 100%

-

5 5 100%

5 4 80%

5

2,150 1,785 83%

2,300 2,081 90%

2,500

1,300 733 56%

1,300 1,190 91%

1,350

2,150 1,785 83%

2,300 2,081 90%

2,500

10 8 80%

7 9 128%

7

1,422.4 1,378.9 97%

1,454.6 1,383.2 95%

1,486.8森林整備室

6

根拠法令 森林法、地域再生法

活動
指標

路線数（路線）
●事業の成果
・林道・林業専用道の整備により、素材
生産量や森林整備の生産コストの縮減
を図った。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・本事業への取組を促進することによ
り、木材生産量の増加に寄与した。

成果
指標

林道整備全体の整備
延長（km）

38,828

410,770 77 39,078

活動
指標

農道補修等に係る工
事費（千円）

●事業の成果
・歩道492mの整備により、通行車両及
び周辺集落に居住する住民の安全の
確保を図った。

23,040 40 1,595

成果
指標

整備延長（ｍ）
0 0 0 根拠法令 土地改良法、基盤整備促進事業実施要綱

29,160 60 1,594
農業者及
び地域住
民

　市町が事業主体となって、地域の基幹となる農
道において、交通量の増大や経年劣化による損
傷が著しい農道の舗装補修・歩道の設置等の整
備を行った。県は事業費の一部を助成した。

39,063

県・市町

　森林の有する多面的な機能のうち、水土保全及
び木材生産機能の高い森林について、その機能
を効率的に発揮させるための基盤となる林道・林
業専用道の開設事業を支援した。

活動
指標

事業説明会開催回数
（回）

●事業の成果
・搬出間伐の実施、高性能林業機械の
導入、林業専用道の整備を支援するこ
とにより、搬出間伐の生産コストの縮減
を図った。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・本事業への取組により搬出間伐面積
103ha、路網延長17kｍ、木材生産量45
㎥の増加に寄与した。

○182,071 0 3,977

成果
指標

搬出間伐実施面積
（ha）303,192 0 3,988 根拠法令 森林法

131,400 0 3,986 森林所有
者、森林組
合、林業事
業体等

　高性能林業機械の導入、林業専用道の整備を
支援し、搬出間伐の実施を促進した。

活動
指標

当事業による整備森
林面積（ha）

5

林業成長産業化総合
対策事業 ―

森林整備室

7
林道事業費（公共）

―

424,980 6,449

439,408 1,544

造林事業費（公共）
―

1,577,764 3,706

森林整備室

取組
項目
ⅱ

●事業の成果
・搬出間伐を中心とした素材生産の実
施に補助を行うことにより、素材生産量
の増加に寄与するとともに、森林が有
する公益的機能の維持が図られた。

1,237,909 239 32,293

成果
指標

搬出間伐実施面積
（ha）1,502,423 3,265 32,379 根拠法令 森林法

32,366 森林所有
者、森林組
合、林業事
業体等

　水源のかん養、県土の保全や地球温暖化の防
止、野生生物の保全など、森林の有する公益的
機能の高度発揮と地域林業の振興を図る森林整
備を支援した。

活動
指標

整備面積（ha）
●事業の成果
・農業用用排水施設、農道及び区画整
理等の基盤整備とともに、経営安定等
のための環境整備を一体的に行い、水
田農業経営の体質強化を図った。

1,612,726 36,761 ―

成果
指標

農地の基盤整備面積
の達成率（％）1,962,437 548 ― 根拠法令 土地改良法、経営体育成基盤整備事業実施要綱

1,357,889 55,162 ―
農業者及
び地域住
民

　水田農業経営の体質強化のため、農業用用排
水施設、農道及び区画整理等の基盤整備ととも
に、経営安定等のための環境整備を一体的に
行った。

3

農業基盤整備促進事
業（団体営） H24-

240,971 92 3,986
農業者及
び地域住
民

　市町等が事業主体となって、簡易な農地整備
（暗渠排水等）をきめ細かく実施した。県は、事業
費の一部を補助した。

農村整備課

取組
項目
ⅰ

2

経営体育成基盤整備
事業（公共） ―

農村整備課

4

基盤整備促進事業（農
道整備） ―

農村整備課

活動
指標

簡易な農地整備に係
る工事費（千円）

●事業の成果
・農業用用排水施設等の整備を実施す
ることで農業経営の体質強化を図った。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・指標目標値を下回っているものの、本
事業の実施により指標実績値は着実に
上昇している。

265,809 35 3,987

成果
指標

整備面積（ha）
196,961 89 3,988 根拠法令

農業基盤整備促進事業実施要綱、農地耕作条件改善
実施要綱



725 725 100%

827 909 109%

929

1,422.4 1,378.9 97%

1,454.6 1,383.2 95%

1,486.8

5 4 80%

5 0 0%

5

60 23.82 40%

120 17.25 14%

180

21 22 104%

21 23 109%

21

24,800 23,313 94%

25,600 23,501 92%

26,400

21 21 100%

21

535 275 51%

535

10

農地中間管理機構事
業促進対策費

H26-

200,199

根拠法令
農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事
業の推進に関する法律

農地利活用推進室

9

主伐・再造林推進対策
事業

H30-R7

森林整備室

取組
項目
ⅱ

8

ながさき森林づくり林
道整備事業 H19-

森林整備室

認定農業
者等担い手

　農地中間管理事業の実施主体である（公財）長
崎県農業振興公社の運営費を助成した。また、農
地の出し手に対する支援として機構集積協力金
を交付した。

37,470
活動
指標

市町への推進活動
（回）

●事業の成果
　農地中間管理事業を活用して担い手
への農地集積・集約化に取り組んだ結
果、担い手への農地集積面積は前年度
23,313haより188ｈａ増加して23,501ｈａと
なったが、全体としては成果指標目標
値を下回った。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
　認定農業者の規模拡大や新規就農者
への農地集積に寄与した。

当事業による林道整
備延長(m)

●事業の成果
・本事業は、森林整備や木材生産のた
めの基盤整備事業であり、路網整備は
おおむね達成し、更に素材生産量や森
林整備の増加につなげた。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・本事業への取組を促進することによ
り、木材生産量の増加に寄与した。

18,636 4,659 80

森林所有
者、森林組
合、林業事
業体等

　搬出間伐より生産性の高い主伐を行うことによ
り、木材生産量を増大させ、さらに、主伐後に再
造林を行い森林資源の再造成を行うことにより、
森林資源の構成を適正化し、長期的に持続可能
な林業経営を図る。また、主要な林業事業体、関
係団体及び主要な地方機関担当者を参集し、課
題を明らかにするため、検討会を開催した。

活動
指標

○185,529 36,874 7,973

成果
指標

担い手への農地集積
面積（ha）

299,294 44,179 868

活動
指標

11

長崎県耕作放棄地解
消総合対策事業費

R元-5

耕作放棄
地を解消
し、規模拡
大を図る担
い手や復旧
活動を支援
する活動組
織

農地利活用推進室

取組
項目
ⅲ

7,972

　本事業で耕作放棄地解消に向けた推進を図り、
農地中間管理機構関連事業や農地耕作条件改
善事業等活用しての条件整備を推進しながら、耕
作放棄地の解消も進めていく。

根拠法令 農地法

活動
指標

市町推進体制の確立
（市町数）

●事業の成果
　耕作放棄地の利用意向者の掘り起こ
しや、地権者等とのマッチング等に関す
る指導、助言を行うとともに、啓発資料
を作成し、解消推進に向けた研修会等
を開催した。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
　本事業の実施により農地の出し手・受
け手のマッチング支援等を行うことによ
り耕作放棄地の解消に寄与している。

5,518 5,518 3,986

成果
指標

耕作放棄地
解消面積（ha）

6,208 6,208 255

4,747 0 1,591

成果
指標

林道整備全体の整備
延長(km)4,433 0 1,595 根拠法令 森林法

5,279 0 1,594

市町

　森林の有する多面的な機能を高度に発揮させ
るため、小規模等で国庫補助の対象とならない森
林地域において、森林整備の基盤となる林道の
開設、改良及び舗装を行なう市町等に対し支援し
た。

事業説明会開催回数
（回）

●事業の成果
・本事業は長期的に持続可能な林業経
営を実現するために、主伐・再造林を推
進するものであり、検討会を設置して、
再造林後の取組について県内の地方
機関、市町、各事業体を集め主伐再造
林を推進する目的の再確認、県内の情
報共有及び問題点や課題解決に向け
た検討を実施した。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・これまで取り組んでいなかった主伐、
再造林に対して積極的に取り組む意識
の醸成に寄与した。

47,216 13,664 80

成果
指標

皆伐再造林実施面積
（ha）

58,044 15,632 80 根拠法令 森林法



28 29 103%

28 25 89%

28

90以上 108.8 120%

90以上 93.4 103%

90以上

2 2 100%

2 2 100%

2

8 0 0%

38 38 100%

105

ⅰ

ⅱ

ⅲ

ⅳ

12

新構造改善加速化支
援事業費 H28-R2

207,757

農政課取組
項目
ⅳ

193,748 169,085 43,747

成果
指標

事業数値目標の達成
率（％）181,053 156,390 43,863

183,542 43,846 活動
指標

事業実施地区数
（地区）

認定新規
就農者、認
定農業者
等

　新ながさき農林業・農山村活性化計画に基づき
「収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の
強化」、「経営感覚に優れた次代の担い手の確
保・育成」、「地域の活力と魅力にあふれる農山村
づくり」の推進に必要な生産施設や農業用機械等
の施設整備に対し支援を行った。

根拠法令 新構造改善加速化支援事業費補助金交付要綱

●事業の成果
・就農時や経営規模の拡大に必要なハ
ウスなどへの支援を行うことにより、新
規就農者の確保・育成及び認定農業者
等の所得向上に寄与した。

10,364

●課題解決に向けた方向性

農業者の
組織する団
体等

　農山漁村地域の活性化や地域農業等の発展促
進、安定的な農業等経営の確立を図るため、農
業者の組織する団体等が行う施設整備等の取組
に対して支援を実施した。

根拠法令 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱

活動
指標

事業説明会の開催回
数（回）

●事業の成果
・地域の中心経営体（集落営農組織、
農業法人）に対し支援を行い、集落営
農組織や農業法人の所得向上に向け
た施設整備や作業の省力化が図られ
た。

農地中間管理事業を通じた農地集約の加速化と基盤整備を活用した耕作放棄地の解消や優良農地の創出

意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備の推進

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

　平場の使い勝手の良い農地や土地改良区等話し合いの基盤がある地域の集積は一定進んできたが、まだ十分でない
地域もある。一方、担い手の高齢化・減少の中で、特に中山間地域では、農地の耕作条件が悪いことに加え、担い手が
不足していることから、集積が遅れており、耕作放棄地の解消も進んでいない。

　「人・農地プランの実質化」の取り組みの中で、将来方針に「農地中間管理事業の活用による
農地の集積・集約化」を位置付け、併せて農地の基盤整備や水田畑地化等に関する事業を推
進することで産地づくりや担い手育成、農地の集積・集約化及び耕作放棄地の解消を促進す
る。

●実績の検証及び解決すべき課題

73,470 2,801 10,340

　地域農業の担い手である認定農業者や農業後継者、新規就農者、集落営農組織等の園芸ハウス等の整備による経営
規模拡大、共同利用機械の導入による生産コストの低減や省力化につながる取組を推進することができた。
　農山村集落の活性化に向けて住民が一体となって取組む支援策の活用がなく、農業の担い手に対する支援が中心と
なった。

　「新ながさき農林業・農山村活性化計画」の次期計画においても農山村集落の維持・活性化
は農林業施策の推進に重要な柱となることから、計画達成に向けて農山村集落に対する支援
策を検討する。

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

　R元実績として165.4ha(畑：62.7ha、水田：102.7ha）の基盤整備を行い、農業経営の体質強化を図った。
　R元年度新規地区として農地の基盤整備事業4地区を事業着手した。
　畑の基盤整備は、近年、中山間地域に位置する小規模地区が増加しており、傾斜地整備による事業単価の上昇と相
まって、計画策定時に比べると整備実績が伸びづらく、生産効率の向上やコスト縮減といった基盤整備の効果が遅延す
る。

　農地の基盤整備事業に対し重点的に予算配分を行い、事業実施に際してはコスト縮減に努
め、新規地区の計画的着手のために県・市町が一体となって推進を行う。

成果
指標

受益戸数（戸）

意欲ある担い手の農業生産性向上につながる農地の基盤整備や排水対策等の推進

64,660 0 10,368
農政課

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性

13
山村振興対策費

H23-

効率的な搬出間伐を促進するための計画的な路網整備や高性能林業機械の活用促進など林業生産基盤の強化

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

　県産材生産量は167,991㎥で対前年116%となり、着実に生産量は増加しているが、目標は達成できていない。
　搬出間伐より生産性の高い主伐を行い、木材生産量を高め、主伐後に再造林することにより、森林資源の歳級構成を
適正化し長期的に持続可能な林業経営を実現する。
　路網整備を民有林林道等整備計画に基づき、林業生産基盤を強化するため、計画目標の達成に取り組んでいるが、計
画と要望が合致せず事業実施まで至っていない路線が多い。
　林業従事者が増えないことには森林整備事業量が増加しない。新規林業従事者の確保を推進していく必要がある。ま
た、人員が限られている以上、1人あたりの生産性を向上させる必要がある。

　主伐再造林を推進するゾーンの整理を進めるとともに、主要な林業事業体、関係団体及び主
要な地方機関担当者を参集する検討会を開催し、情報・技術の共有を図る。
　関係団体と連携し、主伐再造林に係る苗木の需給調整を図る。
　森林所有者・林業事業体の要望と現地地形等を勘案した民有林林道等整備計画の見直しを
行う。また、主伐再造林施行地での林道等の整備を進める。
　新規事業体及び異業種（主に建設業）から林業への新規参入を推進する。また、これらの事
業体に対しての研修の開催、安全指導を行う。
　引き続き高性能林業機械導入へ支援を行い、作業コストの縮減、生産性向上を推進する。

0 0



事業構築の視点

取組
項目
ⅳ

― ⑧
　令和３年度においても引き続き、木材の生産量を増大させるために、搬出間伐や高性能林業機械
等の導入などの既存活用メニューの推進のほか、主伐再造林の推進として、造林メニューの活用や
苗木供給体制の整備に取り組み、国庫事業の活用の充実を図っていく。

改善

森林整備室

取組
項目
ⅰ

取組
項目
ⅱ

12

新構造改善加速化支
援事業費 ― ―

　この事業は、担い手等の規模拡大による生産効率の向上やコスト縮減対策に資するため、生産施
設や農業用機械等の整備に対し支援を行い、認定農業者や農業後継者の経営規模拡大、認定新規
就農者の経営開始に有効であったことから、今後も引き続き担い手に対する支援は重要である。
　そのため、次期「新ながさき農林業・農山村活性化計画」の基本方針に沿い、新たな目標達成に向
けて農山村集落の維持・活性化につながる支援策を構築する。

終了

農政課

10

農地中間管理機構事
業促進対策費 ― ⑤

　令和２年度までの「人・農地プランの実質化」の取組みの中で、将来方針に位置付けられた担い手
に対して農地中間管理事業による農地の集積・集約化を進める。
　さらに、営農条件の改善が必要な貸出希望農地については、農地中間管理機構関連農地整備事
業等を活用した条件整備を行い、農地中間管理事業による取り組みを進める。

改善

農地利活用推進室

11

長崎県耕作放棄地解
消総合対策事業費 ― ④

　本事業で耕作放棄地解消に向けた推進を図り、更に、令和2年度までの「人・農地プランの実質化」
の取組みの中で、将来方針に位置付けられた基盤整備への取り組みに対して、農地耕作条件改善
事業等他事業を推進しながら耕作放棄地の解消を進め、意欲ある経営体へ農地の集積・集約を促
進する。

改善

農地利活用推進室

取組
項目
ⅲ

（令和２年度の新たな取組は「R２新規」等と記載、見直しがない場合は「－」と記載） 見直しの方向

農業基盤整備促進事
業（団体営）

見直し区分

４．令和２年度見直し内容及び令和３年度実施に向けた方向性

事業
番号

取組
項目

令和２年度事業の実施にあたり見直した内容 令和３年度事業の実施に向けた方向性事務事業名

所管課(室)名

農村整備課

9

主伐・再造林推進対策
事業 ― ⑦

　本事業は平成３０年度からの新規事業であり、主伐・再造林推進協議会を設置し、主伐・再造林実
施への支援体制構築するとともに支援策を検討して行く。

改善

森林整備室

3 改善②
　国が進める強い農業作りビジョンの基本施策として、農地集積の加速化や農業の高付加価値化な
どを実現するため、農業生産基盤の課題について、迅速かつきめ細やかに対応するものであり、社
会的ニーズはますます高まっている。効果的な整備を進めるため関係機関との連携を強化していく。

―

8

ながさき森林づくり林
道整備事業 ― ⑧

　本事業は国庫補助の対象とならない箇所をきめ細かく採択しており、引き続き路網整備を順調に進
めるため継続して実施する。

現状維持

森林整備室

5

林業成長産業化総合
対策事業



注：「２．令和元年度取組実績」に記載している事業のうち、令和元年度終了事業、100%国庫事業などで県
の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制度導入施設
評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点


